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Ⅰ　山桝忠恕教授の問題提起

　つとに，山桝忠恕教授は，その著『アメリカ財務会計』第三部，第二章の「あとがき」で，「『ビ

ジネス・エンティティー』の概念をもって，いったいなにを前提とし，またそれは，いったい，

どの程度のものとして理解したらよいかにつき，ひそかに当惑することがしばしばある」とい

われながらも，その同じ第二章には，つぎのような注目に値する見解をも披瀝しておられる。

すなわち「企業会計の課題は，まさしく企業自体の利益の算定計算にあり，企業会計の主体は，

いうまでもなく，企業自体であり，財務諸表は，当然，企業自体のものである，という答えが，

即座に提供せられることであろう。……もちろん……そのような解答を一応にも二応も，ただ

しいとはおもいながらも，なお，いまひとつ，完全には，わりきってしまうことが，できない

のである」といわれていた
1)
。かねてから教授の見解に注目してきた筆者は，何が企業会計の

課題を企業自体の利益算定計算，企業会計の主体を企業自体，財務諸表を企業自体のもの，と

する「解答」をできなくしているのか，を考察することを通して，会計主体論の問題に迫りたい。

1）山桝忠恕『アメリカ財務会計』中央経済社，1955 年，201 ページ。そこでは，つぎの「三つのビジネス・

エンティティー」観を区別して検討されている。第一に「家計と企業の分離」を前提とした原初的な「ビジ

ネス・エンティティー」観，第二に，いわゆる「資本と経営の（量的）分散」を背景としたビジネス・エンティ

ティー」観，そして第三の「ビジネス・エンティティー」観として，阪本安一教授の意図される「企業体」，

山城章教授の主張される「経営（自）主体」である。これら第一，第二，第三の「ビジネス・エンティティー」

観に関する私見については，拙稿「ビジネス・エンティティ観と会計主体──山桝忠恕教授の所説に関連し

て──」『立命館経営学』第 29 巻第 2 号，1990 年 7 月参照。なお，以下 Entity については，「エンティティー」

とある引用文を除き，できるだけ「エンティティ」に統一した。



　まず，利益算定計算との関係で，わが国の税法も「家計と企業の分離」を意識しながらも，

企業から資本所有者を分離しきれていない「みなし法人」の課税制度に言及し，会計上の利益

算定計算が資本（所有）主のためのものであり，会計主体論として資本主理論が
2)
否定されて

はいない点を明らかにする。

　そして，このような状況を脱するための契機にもなりそうに思え，また参考にもなると思わ

れるのがアメリカや，わが国でも主張されたことのある「利潤税方式」ではないかと考え，ア

メリカにおける 1936 年の未分配利潤税提案と，わが国における 1966 年の税制調査会の利潤

税方式を検討する。そこでの論議では，支払配当金が費用として処理されるべきであるという

考え方も示されたのであるが，わが国の会計学通説やそれに導かれた企業会計原則の採る法人

実在説的論理あるいは企業主体理論（エンティティ・セオリー）は，支払配当金を利益処分とす

る考え方を踏襲している現状をみておく。

　また，わが国において資本主理論と企業主体理論の両説の論争点となったのが株主持分とは

別個の企業持分を認めるか否かであるという指摘は
3)
，否定できないが，企業主体理論に関し

ては，企業持分を認めるか否かという点以外に検討を要するのが，さきにふれた支払配当金を

利益処分とする考え方である。この点も資本主理論に代わるものとして展開されてきた代表的

な諸理論をして資本主理論にとって代わるまでには至らない一因となっているということが明

らかになるであろう。

　最後には，公益法人会計が企業会計の基準に準拠する方向を示していることに鑑み，（営利）

企業会計と非営利組織会計の類似性に基づいて，エンティティ観を強調したアンソニー教授の

見解が会計の課題とともに会計主体の問題に接近する場合に有益なものとして注目しなければ

ならない点に言及したい。

Ⅱ　利益算定計算と「みなし法人」の課税制度

　ところで，個人企業であれ，一般に店と奥の分離を前提し出資を受けた企業が出資した資本

主から独立して，企業に関するものだけを記録計算し，たとえば，家計の費用を企業の費用と

混同しないように会計が行われる必要性は承認されているところではある。もっとも，「個人

2）資本主理論では，会計の目的は，所有者による彼自身のための会計であり，資産，負債，純資産の関係では，

資産－負債＝純資産で示されるように，資本主は，すべての資産を所有し，また債務者に対して債務を負う

とする。したがって，利益の本質は，正味資産の増加，すなわち積極・消極財産の正味額の増加ということ

になる（中村忠「資本会計と会計主体」染谷恭次郎編集『我国会計学の展開』第 1 巻，雄松堂書店，1997 年，

382 ページ）。

3）中村忠「資本会計と会計主体」染谷恭次郎編集『我国会計学の展開』第 1 巻，雄松堂書店，1997 年，382 ページ。

なお，ここでは，わが国における企業主体理論として，「払込資本の持分は株主持分であるが，留保利益の

持分は株主持分ではなく企業体のものだと主張する」立場と「自己資本の全部が株主持分を構成するという」

企業主体理論を主張する立場がある点だけを指摘するにとどめておく（同書，381 ページおよび 383 ページ）。
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資本（個人企業──酒井加筆）の場合には，現実に自ら機能する資本家は利潤と別に管理賃金を

取得するわけではない。資本家として機能しているので，彼の管理賃金は利潤の中に埋没して

いるのである
4)
。」すなわち，個人企業の費用であるはずの管理賃金は，費用とは認められない。

わが国の税法においても，「個人企業の場合には，……事業主報酬相当分は，本来勤労所得と

して給与所得の扱いを受けるべきであるにもかかわらず，事業所得に含めて課税される
5)
。」そ

こで，「青色申告会は結成以来……憲法にいう『公平の原則』に即して，『店（企業会計）と奥（家計）

を区分している青色申告者を会社なみに扱え』という要望」をしてきた。「これが限度額のあ

る専従者控除となり，後に専従者完全給与制になった。それでも事業主報酬は認められなかっ

たが，……昭和 48 年から租税特別措置法に『みなし法人課税』」制度が導入されている
6)
。「こ

の制度は，納税者の選択により法所定の『みなし法人課税』をすることによって事業主報酬控

除を認めようとするものである。」また，「みなし法人課税の制度は，思想的にももともと個人

企業を法人企業と同じような企業体としてみようとするものである
7)
。」

　この「みなし法人課税の制度」によって，個人企業も法人企業と同じように扱われるのは，

法人を個人の集団とみて，法人所得はすなわち株主の所得であるとするいわゆる法人・個人一

体説を前提とする税法としては許容されるところであろう。また，わが国の会計学の通説（や

企業会計原則）は，株主・法人両者の独立的存在を主張するとはいえ，資本家の単なる資本所

有者と資本充用者という二つの人格への分裂を不問に付し，自己資本利子を他人資本利子と同

様なコストと認識しないのである。いいかえれば両者（税法と会計学の通説）も資本所有者に帰

属する利益（所得）計算を指向しているのである。したがって，このような店と奥の分離を主

張しながらも自己資本利子を利益から未分離のまゝ，企業会計の課題を「企業自体の利益の算

定計算」あるいは企業自体が企業会計の主体である，とすることには疑問の余地があろう。

  4）有井行夫「『所有と機能の分離』と機能資本家規定──株式会社論序論──」『経済と経済学』（東京都立大）

第 36 号，1975 年 11 月，128 ページ。

  5）北野弘久編『現代税法事典』中央経済社，1984 年，43 ページ。

  6）播久夫「税制改革答申の検討──青色申告者の立場から──」『税経通信』第 41 巻第 15 号，1986 年 12 月，

357 ページ。

  7）北野，前掲編，43 ページ，なお，このみなし法人課税「制度については，たとえばあらかじめ届け出た事

業主報酬の額については年の途中においては変更が認められないとか，みなし法人所得（事業の所得から事

業主の報酬を控除した部分）のうち，みなし法人税額を控除した残りの金額がすべて事業主に対して配当さ

れたものとみなされて課税されるとか等の不合理な点がなくはない。」それゆえに，「できるだけ法人企業課

税の考え方と均等化するようにこの制度の一層の合理化が検討される必要がある」（同上編，43 ページ）と

いう指摘もあった。もっとも，「個人企業と法人企業との課税の整合性を保つために，事業所得者と給与所

得者との不公平を引き起こしている」みなし法人課税制度が「給与所得者（サラリーマン）との間に，税負

担の著しい格差を生み出していることから，不公平税制の槍玉にあげられている。」したがって，「所得税と

法人税の両面から掘り下げた議論が必要である」（本間正明，跡田直澄編『税制改革の実証分析』東洋経済

新報社，1989 年，60-61 ページ）との指摘にも留意しなければならないであろう。
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Ⅲ　法人利潤税方式の浮上と会計主体

　資本の所有者と企業を明確に分離する必要があるのは，つぎの見解によって明らかである。

　すなわち，「会社の所有者は個人ではなく法人が大部分となっている。金融機関による支配

的株式所有，親会社による全面的所有，企業グループによる相互持合」にみられる現実からは，

「法人所得は個人に帰属するというのは，すでに過去のものであり，現実では，法人所得は法

人に帰属するとみなすべきである」とする
8)
。

　したがって，以下にみるような法人利潤税方式が浮上したのも当然である。

1.  1936 年のアメリカにおける未分配利潤税提案をめぐって

　法人所得は法人に帰属するとみなすべき法人税制をめぐっては，古いところでは，アメリカ

において，1936 年 3 月にローズベルト（F.D.Roosevelt）の連邦議会に送った補正予算教書には

じまる未分配利潤税提案をほぼ実現した下院歳入委員会案に従って整理されているところにみ

ることができる。その内容は，つぎのとおりである。

　「①法人は『未分配利潤税』にのみ服する。②分配利潤（配当およびその予定部分）は法人税

に服さず，受領された時点で個人所得税にのみ服する。③配当に関する二重課税はかくして発

生しないから，法人および個人にたいする受取配当控除措置は廃止……。④その他の一切の法

人課税は廃止とされていた
9)
。」

　この方式では，「分配利潤も未分配利潤もただ一度所得税は賦課されることになり，税制は

大いに簡素化されるとともに，分配部分に関する限り，一切の他の所得との税負担の格差は是

正されることになる」のである
10)
。

　このような留保所得・未分配利潤にたいする課税方式が，法人所得は法人に帰属する文字通

りの法人税といいうるのであり，企業会計の課題を企業自体の利益の算定計算とし，企業会計

の主体を企業自体であるとする場合に一脈通じる見解であった，といえるのである。

　しかし，1936 年の未分配利潤税提案は，上院，下院による（両院）協議会で原則を無視した

妥協がなされたことから，結果は一層悲惨なものとなり，「法人は，法人税，法人資本税，超

過利潤税の他に，複雑難解にして，一般納税者，上下両院議員はもとより，租税学者，会計士

さえ容易に理解できない未分配利潤税を支払わなければならない」状態に陥ったのである
11)
。

しかも，この未分配利潤税は，1938 年には大幅に改正され，翌 39 年には全廃されてしまい，

  8）和田八束『日本財政論』日本評論社，1979 年，264 ページ。

  9）畠山武道「アメリカに於ける法人税の発達（三）──＜法人──株主＞課税を中心に──『北大法学論集』

第 26 巻第 4 号，1976 年 3 月，12-13 ページ。

10）同上稿，13 ページ。

11）同上稿，21 ページ。
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その実施期間は，1936 年，1937 年の 2 年間にすぎなかった
12)
。

2.  1966 年のわが国における税制調査会の利潤税方式とその方式をめぐる諸見解

　1996（昭和 41）年 12 月の税制調査会における「長期税制のあり方についての中間答申」以後，

つぎのような利潤税方式による法人税制の仮案が想定され，慎重に審議されたといわれている。

　  「（イ）　課税標準は法人の純利潤とする。

　　（ロ）　税率は一本の比例税率とし，留保分，配当分を区別しない。

　　（ハ）　中小法人（たとえば資本金 1 億円以下の法人）については，軽減税率を設けることを

検討する。

　　（ニ）　個人株主については配当控除を行わず，法人株主の受取配当は益金に算入すること

とする。

　ただし，親会社が子会社から受け取る配当は引き続き益金に算入しない。

　　（ホ）　現実に株主即経営者であり，株主と企業とが密着している法人については，株主分

割課税方式の選択を認めることについて検討する。

　　（ヘ）　以上の改正に伴ない，所得税の税率を一般に引き下げる。

　　（ト）　制度改正に伴なう負担変動を緩和するため，所要の経過措置を講ずる
13)
。」

　上記「利潤税方式による法人税制の仮案」（以下，税制調査会の「仮案」という）を指して和田

八束教授は，このような「『法人利潤税』の方向は，現代税制では世界的潮流であり，かつ，

わが国の法人税制の明確化という点でも合理的なものであった。しかし，その導入については，

とくに大企業からの強い反対があり，ついに実現をみなかったのである」といわれている。そ

の反対理由としては，受取配当益金不算入の廃止などによる課税所得の増税があげられ，「利

潤税に反対したのが受取配当の多い業種（金融機関など）や大企業であったとみられる
14)
。」

　また，和田教授は，つぎのようにものべておられる。

　「利潤税をめぐる論議では，一つは累進税率の主張が出されており，いま一つは支払配当損

金算入には賛成の立場がとられていたが，大蔵省・税調は，このいずれも採用しない方針をと」

り，「戦後税制上画期的ともいえる利潤税導入は，大蔵省や税調の熱意にもかかわらず流産し

てしま……っている
15)
。」

　上にみた税制調査会の「仮案」（イ）の「法人の純利潤の算定に当っては，主として企業の

自己資本充実の見地から支払配当の損金算入を認めるべきかどうか」が議論の集中したものの

12）同上稿，48 ページ。

13）税制調査会編『中期税制をどうみる』大蔵省印刷局，1976 年 12 月，第 1 部会関係資料，100-101 ページ。

14）和田八束，『税は公平か―福祉社会の税金を考える―』日経新書，1974 年 113-114 ページ。

15）同上書，114 ページ。
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一つであるといわれている
16)
。しかし，同じ税制調査会の「仮案」（ロ）では，「税率は一本の

比例税率とし，留保分，配当分を区別しない」とするのであるから，支払配当は利益処分と考

えられていたと解せられる。したがって，税制調査会の「仮案」では，支払配当損金算入を予

定していなかったし，「法人実在説をとれば，その理論の演繹として必ず支払配当が損金算入

となるものではない」と解するものであったように思われる。事実，「いわゆる企業実体説（法

理上の法人実在説）をとる企業会計原則も，法人実在説をとる今回の税制調査会の提案」と同様

に「支払配当利益処分説である
17)
。」

　しかし，「利潤又は所得に対する課税につき法人と株主とを全く別個の課税客体としてとら

えるのであれば，法人が資本報酬として支払う配当は，法人の利益から控除すべき」ものとす

る見解が示めされていた
18)
。また，宇田川璋仁教授もつぎのようにのべておられる。

　「法人と株主が別個の主体であるという制度がもし実現されているとするならば，法人段階

で発生した収益が両者の間に分割されるということでなければならない。A と B が別個の所

得受領者である場合にはじめてＡとＢは経済的に別人となる。……一つの経済主体としての株

主の所得は配当であろう。株主が法人とは別個の主体であれば，株主は法人に対する資金供給

者であり，その報酬が配当ということになるであろう。それならば，法人の取り分は，いわゆ

る法人所得から配当を控除したもの，すなわち留保部分でなければならない。したがって，独

立の主体としての法人の課税標準は留保所得でなければならない。法人利潤税の課税標準を配

当と留保から成り立ついわゆる法人所得とし，株主の課税標準を配当その他の個人所得とする

ことは，そもそもの論議の出発点となった両者の独立的存在の仮設を自ら否定するものといえ

ないであろうか
19)
。」

　要するに，さきの税制調査会の「仮案」は，「企業の純利潤を株主の負担と切り離した企業

独自の負担能力の指標と考える」のであるが，支払配当の損金算入を認めるものではなかった

ので，株主，法人「両者の独立的存在の仮設を自ら否定するもの」という批判を呼んだのであ

る。この批判は，株主・法人両者の独立的存在を主張する企業主体理論をとる会計学通説や企

業会計原則にたいしても再検討を迫るものであったと思われる。

　というのは，わが国の会計学通説やそれに導びかれた企業会計原則のとる法人実在説的理

論あるいは企業主体理論の「立場では，法人と出資者とは別個の経済主体と考えられるので，

……受取った収益要素はすべて所得の構成項目となる。他面……支払配当金は……費用として

処理されるべきであるという考え方に通じてくる」という指摘もみられた。また，「わが国の

16）税制調査会編，前掲『中期税制をどうみる』第 1 部会関係資料，101 ページ。

17）河合信雄「配当の課税方式をめぐる論議について」『納税月報』№ 227，1966 年 11 月，9 ページ。

18）税制調査会編，前掲『中期税制をどうみる』第 1 部会関係資料，104-105 ページ。

19）宇田川璋仁「法人税の経済分析の基本構造」西野嘉一郎・宇田川璋仁編『現代企業課税論──その機能と

課題──』東洋経済新報社，1977 年，21 ページ。
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企業会計原則の場合には，それが時代の会計慣行をも考慮した性格のものであるので，制定当

時の事情もあって，支払配当金に関しては，これを費用として処理するところまでは貫徹して

いない」という見解もあったからである
20)
。しかし企業会計原則の制定から 60 年近くを経過

した現在においても，支払配当金の費用処理は貫徹されていない。

　したがって，つとに「エンティティー観の優越性は文献の上では一般に認められているもの

の，現行会計実務は依然として所有主観にかなったものである」という指摘が今日に至るも，

そのまゝ当てはまるといわなければならない
21)
。この所有主観を鮮明にする代表的見解として，

つぎにみる周知のハットフィールド（H.R.Hatfield）教授の『近代会計学』（Modern Accounting）

を挙げることができよう。

Ⅳ　会計主体をめぐる所有主観とエンティティ観

1．資本主理論の検討

　1909 年に『近代会計学』を公にしたハットフィールド教授は，「会計学の統一的概念構造と

して資本主理論を立て」
22)

当時のアメリカで一般的であった水増財務の過程で生ずる固定資産

の巨額の水増計上実務にたいする見解にみられるように
23)
，「現実を忠実に凝視し，あるべき

会計の姿をさぐっている」。それゆえに，「彼は，たしかにアメリカ会計学の優れた開拓者であ」

り
24)
，『近代会計学』は，初期の「アメリカにおいて発行された会計学書中，第一位に位した

名著であった」といわれるのである
25)
。

　この『近代会計学』でハットフィールド教授は，実務的な会計の問題を主として論じているが，

複式簿記の理論にかんする序説を書き加えることが適切であると思われた」として
26)
，シェアー

（J.F.Schaer）教授の簿記理論に依拠し，「諸勘定を財産と資本の二系列に分ち，この両面にお

いて企業資本の運動を把握しょうと」した
27)
。このようにシェアー教授に依拠したハットフィー

ルド教授の簿記理論については，「それが財産＝資本，したがってまた，積極財産（資産）－消

極財産（負債）＝資本のいわゆる資本等式を基礎とし，資産と負債の差額において資本を計算

20）上村久雄「税法の視点と会計の視点」飯野利夫・山桝忠恕編『会計学基礎講座 2経営財務会計』有斐閣，1963年，

166 ページ。

21）R. N. Anthony, Future Directions for Financial Accounting, Dow Jones Irwin, Illinois, 1984, P. 52〔佐

藤倫正訳『アンソニー財務会計論──将来の方向──』白桃書房，1989 年，70 ページ〕．

22）黒沢清「米国会計学発展史序説」馬場敬治ほか編『米国経営学（上）』東洋経済新報社，1956 年，273 ページ。

23）H. R. Hatfield, Modern Accounting, Its Principles and Some of its Problems, New York and 
London,1909,P.51.

24）神田忠雄『現代資本主義と会計』法政大学出版会，1972 年，178 ページ。

25）中田浩「ハットフィールド著『会計学』を読む」『早稲田商学』第 3 巻第 2 号，1927 年 12 月，383 ページ。

26）Hatfield, op. cit, preface vii〔松尾憲橘訳『近代会計学──原理とその問題──』雄松堂，1971 年，xi〕.

27）白井佐敏「企業実体理論の生成──ハットフィールドとペイトン──」『会計』第 107 巻第 6 号，1975 年

6 月，51 ページ。
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する構造をもつところから，特にアメリカにおいて資本主理論 Proprietary or Proprietorship 

Theory として特徴づけられているのである
28)
。」

　株式会社においては，株主が債権者にたいし有限責任しか負わないことから，債権者保護の

必要上，配当可能利益の算定を強調するハットフィールド教授は，当時，大問題であった資本

調達をめぐる財務によって，剰余金を創出する実務に言及して，つぎのようにのべている。

　株式プレミアムについては，それは「経済的に資本拠出である」とし
29)
，その資本性を明ら

かにしているのであるが，その場合，株式プレミアムを「配当にあてられないことを示すなん

らかの勘定で特別に留保されるべきである」と主張し
30)
，当時，株式プレミアムを配当に利用

することも行われたし，プレミアムを資本金に含めない厳格な法律規定の存在を考慮して，剰

余金に入れるとしている
31)
。

　この見解にもみられるように，ハットフィールド教授は，法律規定を強く意識し，また，法

律の不完全さを補強する会計理論の誕生を未だみないことを告白している
32)
。

　たしかに，企業形態として基本的なものとなった当時の株式会社の会計問題を直視した『近

代会計学』にみる彼の論理は，社会経済的基盤や実務に相対的に独自なものもあるともとれ，

このような側面がつぎの時代をになうところの会計理論ならびに「会計原則」（この原則が理想

的なものであるか否かは別として）にうけつがれて，会計実務に対しても一定の役割を果たして

いる，と思われる。現に，1930 年に財務会計の焦点は所有主観からエンティティ観へと移行し，

エンティティ観の優越性は文献の上では一般に認められているものの，現行会計実務は依然と

して所有主観にかなったものであるといわれているように，ハットフィールド教授の資本主理

論に典型的な所有主観は，依然として会計実務に大きな影響を与えているのである。

　しかし，ハットフィールド教授のいうように株式プレミアムは，株主にとって資本拠出であっ

ても，企業にとっても資本と決めつけてよいかどうか，また，配当に充当されてはならないこ

とが株式プレミアムの資本性に直結するものであるかどうか，等々には疑問とするところであ

り，このような資本主理論が個人企業と株式会社企業の間における出資者の無限責任か有限責

任かという決定的な違いを軽視したことから，種々な批判を惹起するのは，以下にみるとおり

である。

　ハットフィールド教授やスプレーグ（C.E.Sprague）教授などの当時の支配的な資本主理論が

近代的企業には適合しないとするペイトン（W.A.Paton）教授のような資本主理論にたいする

批判者も現われるにいたったのである。彼（ペイトン教授）は，急速に普及しつつあった大規

28）同上稿，51 ページ。

29）Hatfield, op. cit, P. 155.

30）Hatfield, op. cit, P. 156.

31）Hatfield, op. cit, P. 155.

32）Hatfield, op. cit, P. 231.
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模な株式会社のみならず，もっと単純な企業形態にも適用できる会計の理論を樹立しようと意

図して，1922 年に『会計理論』（Accounting Theory）を公にした
33)
。その著において，ペイト

ン教授は，「あらゆる場合に，重要な限定なしではないが，すべての場合における明確な実体

ないし人格としての企業の概念──株式会社の実体の擬制の拡張──」を採用し
34)
，いわゆる

企業主体理論（entity theory）を展開するのではあるが
35)
，ペイトン教授（および A. C. リトルト

ン教授）の実体（エンティティ）概念は，主体と解されたり客体と解される余地もあった。そこ

で筆者は，主体（会社概念）と客体（企業概念）を峻別することによって，ペイトン教授の理論

が資本主理論でも，いわゆる企業主体理論でもない，つぎのような代理人理論を意図・展開し

たと理解するのである。

　上の実体概念では，客体としての企業において生ずる取引を会社（結合資本家）の立場から

解釈し，記録し，報告するのは，たとえ資本主を念頭においた解釈であっても，資本主みずか

らの記録と報告が中心となる資本主理論とは会計のあり方を異にし，利益の発生が資本主の利

益の増加でも，その発生関係は，会社に対して認識され，会社における資本主への負債の増加

として記録されるのである
36)
。したがって，ペイトン教授の理論は，（その管理者的観点を一応

ここでは措いておき）財務会計的には，株式会社を出資者の代理人とみる代理人理論に限定を加

える見解である
37)
。

　なお，所有主観に根ざす見解であっても，株式会社の「所有と機能」あるいは「所有と経営」

の分離現象に着目して，資本主のなかでも支配的大株主（機能資本家）を会計主体とする見解

も見受けられる
38)
。

2．企業主体理論の検討

　ところで，代理人理論を主張したハズバンド（G.R.Husband）教授によれば，「entity（実体）

の見地からは，エンティティは，すべての他のもの，すなわち株主・債権者・賃金取得者等と

は別個のものである…。これらグループのいずれからもコストなくして用役を獲得すると考え

ることはできない。配当・利子・賃金を利益の分配として考える代わりに，エンティティの見

33）W. A. Paton, Accounting Theory, with Special Reference to the Corporate Enteprise, Scholars Book Co., 
New York, 1922, Reprinted 1973, preface xii-xiv.

34）Ibid., preface xiv〔白井佐敏『近代会計学原理──ペイトンとシュマーレンバッハ──』森山書店，1977 年，

61 ページの訳による〕。

35）この entity theory を企業実体理論と呼ばれる場合もあるが，本稿では，以下において企業主体理論と呼

ぶことにする。

36）青柳文司「会計単位・会計実体・会計主体──バッターとメイの所論を中心として──」『横浜市立大学論叢』

（社会科学系列）第 11 巻第 2 号，1960 年 1 月，73 ページ参照。

37）山桝，前掲書，174-175 ページ参照。

38）中西寅雄「株式会社に於ける『所有と機能の分離』」経営経済研究編輯所編『経営経済研究』第 13 冊，同

文舘，1932 年，69-74 ページおよび内川菊義『資本剰余金論』中央経済社，1966 年，126-133 ページ参照。
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地は，これら三つをすべて費用として処理することを必要とするように思われる」という見解

を示している
39)
。したがって，エンティティ理論（企業主体理論）では，エンティティの利益

を株主の利益と考えないので，保留利益も株主の保留利益ではなく，保留利益は株主の持分を

構成しない，つまり，企業持分が存在するという考え方が採られなければならないのである。

　事実，資本会計の立場からみるとき，企業主体理論（entity theory）に少なくとも三つのも

のがあるとして，中村忠教授によれば，その第一は自己資本をすべて株主持分とみるもの，第

二は株主持分と企業持分から成るとみる立場，そして第三はすべて企業持分とみる立場をあげ

られ，つぎのように述べておられる。

　便宜上，第一を資本会計における株主持分説，第二を二元説，第三を企業持分説と名付ける

とすれば，株主持分説が今日の通説であると指摘され，教授自身も「従来このような意味での

企業主体説をとってきた」が，「しかし，それが資本主理論の株式会社への適用形態である代

理人説と実質的にどれほど相違があるのかと問われれば，実質的には違わないと答えざるを得

ない。そこで，第二，第三の立場を検討した結果，二元説よりもセイドマン流の企業持分説の

方が理論的であるという結論を与えたのである。」なお，「このような考え方で資本会計の理論

をいかに構成してゆけるかには問題が残されている」点も中村教授は指摘しておられる
40)
。

　また，企業持分という概念についても，検討を要するのは，つぎにみる番場嘉一郎教授の論

述からうかがい知ることができる。「企業持分の『持分』は請求権の意味をもち得ない（企業

自体が企業自体に対する請求権をもつという関係が成立しがたいからである）」し，企業自体が分け前

に与かるという考え方は成立しないから，「企業持分の持分に企業自体への分け前という意味

をもたせることも無理である
41)
。」

　上記，第三の企業持分説は，ハズバンド教授の代理人理論を批判したセイドマン

（N.B.Seidman）教授が独自の立場から，つぎのようなエンティティ理論を主張した見解にみら

れる。

　「広範な資本主を擁する公開会社」を関心の対象にすると，そのような「会社が実際，その

構成員──経営者，労働者，債権者，株主など──とは別個の区別されたエンティティ（実体）

であるということは全く明瞭である。エンティティ（実体）の永続性と（構成員からの──酒井加筆）

分離独立という明確な性格によって，会社は，その構成員の単なる集合以上のものになってい

る。会社は経済界においてその構成員個人を超越して，個性を身につけ，それ自身実在するも

のであるように思われる
42)
。」それゆえに，「会社を株主の代理機関（an egency device）と考

39）G. R. Husband, The Entity Concept in Accounting, The Accounting Review, VoL.29, № 4, October 
1954,P.560.

40）中村，前掲稿，染谷，前掲編集，386 ページ。

41）番場嘉一郎「持分会計と会計主体理論」染谷，前掲編集，363-364 ページ。

42）N. B. Seidman, The Determination of Stockholder Income, The Accounting Review, VoL.31, № 1, 
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えるよりも，むしろそれとは別個・独立のエンティティ（実体）であると考えるのが現状の特

性に合致する」というのである
43)
。

　以上のような立場からセイドマン教授は，「（企業に）留保された利益は，……“会社それ自

体の所有持分”を示す。再投資される利益は，会社の持分に“属し”，実際にあるいは事実上

（constructive）分配されるまでは，株主の持分としてではなく，会社の持分としてとどまる」

とする。したがって，「現金配当は，会社それ自体の持分を減じ，それまで株主のものではなかっ

たものを株主に移すので株主の所得を構成する」ということになる
44)
。

　また，「株主は，株式を所持しているが，この株式によって株主が企業の継続期間中にでき

ることは，市場での売買だけである。……

　それゆえに株主によって，はじめに拠出された額（the sums originally contributed）は，留保

利益と同様に“会社それ自体の所有持分”を構成する。」
45)

　留保利益も拠出資本も会社自体の持分を構成することを論じたあと，セイドマン教授は，「会

社が実在するというエンティティ概念を採用すると，二重課税というしばしば議論される問題

は存在しなくなる。会社の利益を構成し，それぞれの税率でまるまる課税される。会社と株主

が実際別個の経済単位であるかぎり，それぞれは，その利益に課税を負うべきである」とする

のである。もっとも，彼も「閉鎖的あるいは私的所有会社（その場合，会社は実際上，全く会社で

はなく，少人数によって用いられる単なる便宜上の装置である）の場合に限っては，二重課税である

という主張は少なからず正当性を持っている」ことを認めている
46)
。

　このようなセイドマン教授の見解に関しては，「会社が実際，その構成員──経営者，労働者，

債権者，株主など──とは別個の区別されたエンティティ（実体）であるということは全く明

瞭である」としながら，経営者の給料，労働者の賃金，債権者への利子を費用とし，同じく企

業の一構成員である株主への配当を費用としない点でハズバンド教授の批判に応えていない。

　また，セイドマン教授の主張する「会社それ自体の所有持分」での「持分」なる概念も，従

来から一般に用いられてきた「請求権」とか「分け前」という意味とは異なるのか否かは不明

である。

　とはいえ，会社が株主をはじめとする，その構成員と別個の区別されたエンティティ（実体）

であるというセイドマン教授の主張は，支払配当金の費用処理を認める考え方を採り得ようし，

「会社それ自体の所有持分」概念を用いた教授の見解は，「持分」概念がのちにみる資金概念に

たどりつく可能性のあることから，株主などが存在しない非営利組織をも含むエンティティを

January 1956, P.65.

43）Ibid., P.66.

44）Ibid., P.66 and P.67.

45）Ibid., P.68.

46）Ibid., P.69.
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会計の主体に据えるにふさわしい会計主体論への道にも通じるものと位置づけられよう。

Ⅴ　エンティティ観の妥当性─非営利組織を包摂した会計的枠組みとの関連で―

　ところで，わが国での公益法人会計基準検討会の報告書「新公益法人会計基準案」（2003 年）

が，一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に可能な限り準拠する方向を打ち出した例を

みるだけでも，所有主（資本主）の存在しない非営利組織に対して，これまでみてきた所有主

観を脱しきれていない企業会計の基準が無理なく適用可能であるかどうかは，はなはだ疑問で

ある。

　会計主体論議の場では，一般に特定種類の財・サービスを継続的に提供するために調達され

た資源からなる組織的集合体である企業としては，先験的に資本家によって所有・支配され，

自己目的化した利潤追求と蓄積のための蓄積を遂行する運動体という性格を帯びる資本制企

業，なかでも株式会社企業が対象とされてきた傾向があり，その場合には，会社と企業の概念，

そしてエンティティ（entity）の概念が必ずしも明確にはなっていなかったと思われる。

　そこで会計といえば，資本制企業を前提するかの感を呈してきた点にかかわっては，まず，

会社と企業の同一視から生ずる混乱に言及し，会社概念と企業概念を峻別し，個人企業（客体）

を所有・支配する主体が個人資本家であり，結合資本家の一類型である株式会社は，株式会社

企業（客体）を所有・支配する主体である
47)
，として「会社それ自体」の成立を折出された北

原勇教授の見解は，株式会社企業における所有（主体）の構造・真の所有主体をめぐる問題の

解明に寄与するところが大きいと思われる。

　とはいえ，いうまでもなく，「株式会社それ自体」が所有の明確な個人企業や本来，所有者

の存在しないような非営利組織をも包摂した会計理論のよりどころとしての会計主体であると

するわけにはゆかない。そこで，注目しなければならないのは，バッター（Vatter）教授のつ

ぎのような見解である。

　「実体とは，株式会社や営利事業において特有のものでなく，むしろ奉仕されるべき目的の

規定，答えられるべき問い，研究と解釈のために整理されるべき一組のデーターである」とい

い
48)
，また青柳教授の指摘にあるように，「バッターによれば，資金は『関心の中心』（center 

of interest）として設定される」としている点である
49)
。

　上記の「奉仕されるべき目的」を筆者の問題意識に関連させていえば，営利目的の株式会社

と非営利目的の非営利組織のちがいはあろうとも，前者の株主（資本家）の拠出資本や後者の

47）北原勇「『会社』概念と『企業』概念──『株式会社企業における所有』論の前進のために──」『商学論纂』

第 46 巻第 4 号，2005 年 5 月，52 ページ。

48）William J. Vatter, The Fund Theory of Accounting and Its Implications for Financial Report, The 
University of Chicago Press, Chicago, 1947. p.45〔青柳，前掲稿，74 ページ訳による〕．

49）青柳，前掲稿，74 ページ。
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篤志家の寄付などによる資金で，いったん設立された株式会社や非営利組織は，その設立自

体に目的意識がはたらいている
50)
。いいかえれば，ある株式会社やある非営利組織という主体

（バッター教授での「実体」）の資本・資金によって会計単位が設立されるのは，何らかの関心と

目的をもった主体の立場であるから，ひとたび設立された会計単位には主体の意思と目的が潜

在的に内含される
51)
。それゆえに，主体（資本・資金により成る組織）と会計単位という両者の

統一されたものとしてのエンティティ（実体）概念に会計主体が見出されなければならないこ

とになろう。

　それゆえに，営利企業会計と非営利組織会計の類似性に着目し，所有主を持たない非営利組

織の会計において唯一の意味ある見方であるエンティティ観を強調し，企業が独立した存在と

して，その所有者（株主）の出資を資本たる資金の一つの源泉であるとするアンソニー教授の

見解は
52)
，営利企業と非営利組織の会計の統合化にとって注目されてしかるべきであろう。

　このようにみてくると，利益追求に駆られる営利企業であれ，また利益追求を直接には目的

としない非営利組織であれ，あらゆる組織の会計の課題は，財・サービスを継続的に提供する

ために調達された資源を用いて営む「事業の効率性」の測定計算（利益算定計算に限らない）で

あり，会計の主体は，エンティティ（組織それ自体）であり，財務諸表もエンティティのもの

である，という考え方が導かれるように思えてならないのである。

50）青柳，前掲稿，74-75 ページ。

51）青柳，前掲稿，75 ページ。

52）Anthony, op. cit., P.52 and P.77〔佐藤，前掲訳書，70 ページおよび 106 ページ〕.






